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生活衛生関係営業に携わる皆様方におかれまして
は、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃から、関係行政機関はもとより、（株）日本政策
金融公庫をはじめとする関係団体、各生活衛生同業組
合の皆様方には、当指導センターの事業推進に格別の
ご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年は年明けから首都圏を中心にいくつかの
都道府県で新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が
発令され、「特定警戒都道府県」として対策がされ、さ
らに、全都道府県が足並みをそろえた取組が必要との
ことで全ての都道府県が緊急事態措置区域として感染
拡大の防止に向けた取組がなされました。また、香川
県におかれましては、令和₃年₅月₈日に「香川県コ
ロナ非常事態宣言」を発令し集中対策を講じることと
なりました。
このような状況下にありまして当指導センターとい
たしましては、昨年から取り組んでおります「生衛業
経営支援・ガイドライン実施促進事業」の実施や、営
業者の経営支援及び新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の防止を図るための各種の取り組みを関係機関と
連携しながら実施することとしています。
コロナ禍で感染の拡大と縮小を繰り返していますが、
早く感染症の再拡大を防ぎ、元どおりの経済活動に戻
れることを期待すると共に、長引く景気低迷から少し
でも明るい兆しが表れることを願っています。
最後に、暑さも厳しくなることと思われますが、皆
様方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶とい
たします。

生活衛生関係営業に携わる皆さま方には日ごろから
当公庫業務に対し格別のご理解、ご協力を賜り厚くお
礼申しあげます。
昨年₈月₁日付で、日本政策金融公庫高松支店の支
店長兼国民生活事業統轄に就任しました田所です。出
身は高松市内ですが、高校卒業以来、県外を回ってお
り、県内で仕事をさせていただくことは初めてですの
で、どうぞよろしくお願いします。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大から₁年以上
が経過しましたが、今なお、先が見えない状況が続い
ております。生活衛生関係営業の皆さま方の事業にも
甚大な影響を与えていますが、皆さま方は、私ども国
民の身近なところにあって生活に密着した事業を営ん
でおられることから、コロナ禍にあっても私どもが安
定した生活を送れるよう日々、多大なご尽力をいただ
いておりますことに頭が下がる思いです。
私ども公庫としましても、経営面に深刻な影響を受
けられた生活衛生関係営業の皆さまを支援すべく「新
型コロナウイルス感染症特別貸付」などの特別な融資
制度をご利用いただくなど、資金繰り支援に取り組ん
でおります。また、今後は金融面からの支援はもとよ
り、コロナ禍における皆さまの経営課題の解決のお役
に立てるよう、工夫事例の紹介などを通じて、コンサ
ルティング機能の充実を図っていきたいと考えており
ます。
当面、新型コロナウイルス感染症の影響は続くもの
と思われますが、ワクチン接種が進んでおり、明るい
兆しもあると思っています。生活衛生関係営業を営ま
れる皆さまのご健勝と事業のご発展を心からお祈り申
し上げまして、ごあいさつといたします。
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叙 勲 お め でとうご ざ いま す

憲　法　記　念　日
知 事 表 彰 お め で と う ご ざ い ま す

令和₃年度事業計画
　本年度の理事会は、新型コロナ感染症の拡大により、
各理事の同意を得て₃月19日に書面決議をし、提出議
案は原案どおり可決承認されました。
令和₃年度の事業計画
１　相談指導事業

　⑴　相談室運営事業
　指導センターに相談室を設け、経営指導員が生
活衛生営業の経営振興や衛生管理、税務処理、融
資等各種相談を常時受け付け、指導助言を行う。

　⑵　税務相談事業
　毎月₁回、公認会計士による相談指導を行う。

　⑶　地区生活衛生営業相談指導事業
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　県下₃地区に相談室を設置。経営指導員による
相談指導を行う。

　⑷　相談指導顧問設置事業
　毎月₁回、中小企業診断士による相談指導を行う。

　⑸　経営指導員による指導事業
　経営指導員が生活衛生営業者を巡回し、指導助
言を行う。

　⑹　生活衛生経営改善資金融資指導事業
　各生活衛生同業組合の協力のもと経営特別相談
員の活動を促進し、生活衛生経営改善資金融資の
適正な運用を図り生活衛生営業者の経営の安定に
資する。
　経営特別相談員数　37名（令和₃年₄月現在）

₂　情報化整備事業
　行政機関や全国生活衛生営業指導センター等から
生活衛生営業に関する各種情報を収集し、分析蓄積
するとともに、メール通信やホームページ、「生衛か
がわ」等を通じて生活衛生同業組合や生活衛生営業
者、利用者消費者に提供する。また、生活衛生業情
報ネットワークシステムの維持管理を行い、名簿情
報管理システムやアンケート処理機能を用いて情報
の蓄積を行う。
　「生衛かがわ」は、年₂回発行する。

₃　後継者育成支援事業
　生活衛生営業界の高齢化及び後継者不足に対応す
るため、学生等の生活衛生営業に対する職業観の向
上と就業を促進するための事業を行う。

₄　標準営業約款事業
　関係生活衛生同業組合と連携を図り、標準営業約
款に従って営業を行おうとする生活衛生営業者の登
録を行うとともに、この制度の普及促進を図る。

₅　研修事業
　生活衛生営業に関する研修会を実施し、生活衛生
営業者等の知識や資質の向上を図り、利用者や消費
者等の利益の擁護を図る。

　⑴　生活衛生経営特別相談員研修

　⑵　クリーニング師等研修
　⑶　その他の研修
₆　調査事業
　⑴　生活衛生関係営業景気動向等調査（年₄回）
　⑵　生活衛生関係営業経営状況調査（年₄回）
　⑶　生活衛生関係営業経営現況調査
　　　経営指導員による調査（随時）
₇　衛生水準の確保・向上事業
　（公財）全国生活衛生営業指導センターが実施する
「衛生水準の確保・向上事業」に協力し、関係機関や
関係団体が連携・協力して、生衛組合の周知広報、
組合活動の活性化等の事業を推進するため、推進会
議の開催、広報事業等を行う。

食品衛生法が改正されました！
〜香川県生活衛生課からのお知らせ〜

　食品衛生法の改正に伴い、令和₃年₆月₁日に「営
業許可制度の見直し」、「営業届出制度の創設」、「食品
等の自主回収報告制度の創設」が施行されました。
　営業許可申請、営業届出等の手続きは、厚生労働省
の「食品衛生申請等システム」を用いて、オンライン
上で行うことができます。
【厚生労働省HP（食品衛生申請等システムについて）】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/shokuhin/index.html
　また、令和₂年₆月₁日に施行された「HACCP（ハ
サップ）に沿った衛生管理の制度化」は、令和₃年₆
月₁日から完全施行となりました。
　県では、法改正の内容やHACCPの導入、運用方法
について説明する「HACCP実践講習会」を開催して
います。申し込み方法、開催日程等は、下記のURLを
ご覧ください。
【ホームページURL】https://www.pref.kagawa.lg.jp/
eisei/syokuanzen/haccp.html

〜 国 税 庁 か ら の お 知 ら せ 〜
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理 容 業

令和₃年度香川県理容組合通常総会・総代会開催
令和₃年度香川県理容組合通常総会・総代会を令和
₃年₅月10日㈪にサンポート高松シンボルタワーホー
ル棟₁階展示場で開催いたしました。今回は十分な感
染症対策をとりながら短時間での総会、総代会となり
ました。総会で総代選任ののち、総代会に移り、全議
案が滞りなく原案通り可決されました。
役員選任議案では、佐藤理事長が惜しまれつつも勇
退され、新理事長に北地一行氏を選任、副理事長には
山地重行氏、御囲善章氏、野村勝氏の₃名が選ばれま
した。

ク リ ー ニ ン グ 業

香川県クリーニング業生活衛生同業組合
第64回通常総会開催
日時：令和₃年₂月28日㈰　午後₁時〜
場所：組合事務所
　（議決事項）
　令和₂年度　事業報告承認の件
　令和₂年度　決算報告承認の件
　令和₂年度　監査報告承認の件
　令和₃年度　事業計画案承認の件
　令和₃年度　収支予算案承認の件
　令和₃年度　借入金最高限度額について
　振興指針の一部改正について
　その他について

飲 食 業

香川県飲食業生活衛生同業組合(高松支部）
　コロナ禍で厳しい状況の飲食業界。テイクアウトを
行っている事業所の皆さんを応援すべく、「テイクアウ
ト実施店」のチラシを作成しました。また、高松飲食
業組合のホームページでも「テイクアウト実施店」の
ページを増設。各店舗の紹介をしています。ぜひご利
用ください。

人 事 異 動人 事 異 動
県関係
令和₃年₄月₁日付で人事異動がありました。
県健康福祉部次長	 	 吉川　健司
東讃保健福祉事務所長	 	 松村登志樹
中讃保健福祉事務所長	 	 安藤　正純
西讃保健福祉事務所長	 	 河田　勝美
小豆総合事務所町（兼）内海・殿川・粟池・
　吉田ダム管理事務所長	 	 遠山　　宏
小豆総合事務所次長	 	 玉尾健一郎
小豆島総合事務所次長（兼）
　小豆島保健所長・健康福祉部医療主幹（兼）
　小豆島総合事務所保健福祉課長事務取扱	 	
	 	 横山　勝教
西讃保健福祉事務所次長（兼）
　西讃保健所次長事務取扱（兼）健康福祉総務課	
	 主　幹	 今井　浩平
東讃保健福祉事務所次長（兼）東讃保健所次長
　事務取扱（兼）健康福祉総務課
	 主　幹	 白石　　功
生活衛生課副課長（兼）課長補佐事務取扱	
	 	 山本　和代

生活衛生同業組合

組 合
だ よ り
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